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一

告

示

福
井
県
告
示
第
2
6
1
号

　
丹
南
総
合
公
園
体
育
館
建
築
工
事
の
請
負
契
約
に

係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

に
つ
い
て
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
等
に
係
る
競

争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
等
（
平
成
1
0
年
福
井
県

告
示
第
7
4
9
号
）
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
地
方
自

治
法
施
行
令
（
昭
和
2
2
年
政
令
第
1
6
号
）
第

1
6
7
条
の
5
第
1
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
に
こ

の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加

す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
2

項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項
お

よ
び
当
該
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
を

次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
平
成
2
5
年
5
月
1
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
  西
川
　
一
誠

1
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

　
⑴
　
工
事
名

　
　
　
丹
南
総
合
公
園
体
育
館
建
築
工
事

　
⑵
　
工
事
場
所
　
　

　
　
　
福
井
県
越
前
市
余
田
町
地
係

　
⑶
　
工
事
概
要

　
　
ア
　
主
要
建
築
物
の
構
造
お
よ
び
階
数

　
　
　
　
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
一
部
鉄
骨
造

　
　
　
　
平
屋
建
て

　
　
イ
　
建
築
物
の
規
模

　
延
べ
面
積
　
2
，
1
3
4
．
9
2
平
方
メ

ー
ト
ル

2
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札

に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
特
定
建

設
工
事
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
の
審
査
を

申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
申
請

す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
条
件
の
す
べ
て

を
満
た
す
共
同
企
業
体
と
す
る
。

⑴
　
こ
の
工
事
を
共
同
し
て
請
け
負
う
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
福
井
県
丹
南
土
木
事
務
所
管
内
、

福
井
県
福
井
土
木
事
務
所
管
内
ま
た
は
福
井
県

嶺
南
振
興
局
敦
賀
土
木
事
務
所
管
内
に
主
た
る

営
業
所
（
建
設
業
法
（
昭
和
2
4
年
法
律
第
1

　
0
0
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
3
条
第

1
項
の
営
業
所
の
う
ち
、
同
項
の
許
可
に
係
る

営
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
2

の
建
設
業
者
（
法
第
2
条
第
3
項
に
規
定
す
る

建
設
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
結

成
さ
れ
た
共
同
企
業
体
で
あ
る
こ
と
。

⑵
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

ア
　
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
入
札
参
加
資

格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う

。
）
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福
井
県

の
競
争
入
札
参
加
資
格
に
つ
い
て
建
築
一
式

工
事
Ａ
等
級
の
資
格
を
有
す
る
と
決
定
さ
れ

て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
（
会
社
更
生
法
（
平

成
1
4
年
法
律
第
1
5
4
号
）
の
規
定
に
基

づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て

い
る
者
ま
た
は
民
事
再
生
法
（
平
成
1
1
年

法
律
第
2
2
5
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
再
生

手
続
開
始
の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
に

つ
い
て
は
、
更
生
手
続
開
始
ま
た
は
再
生
手

続
開
始
の
決
定
後
に
、
別
に
定
め
る
手
続
に

基
づ
く
競
争
入
札
札
参
加
資
格
の
再
認
定
を

受
け
て
い
る
こ
と
。
）
。

イ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
法

第
3
条
第
1
項
の
許
可
を
有
し
て
の
営
業
年

数
（
継
続
し
た
営
業
年
数
と
し
、
許
可
の
失

効
（
法
第
3
条
第
3
項
）
ま
た
は
許
可
の
取

消
し
（
法
第
2
9
条
）
が
あ
っ
た
場
合
は
そ

れ
以
前
の
営
業
年
数
は
通
算
し
な
い
。
以
下

同
じ
。
）
が
3
年
以
上
あ
る
こ
と
。

ウ
　
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係
る
一
般
競
争

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
他
の
共
同
企
業

体
の
構
成
員
で
な
い
こ
と
。

エ
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
い
ず
れ

も
3
0
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

オ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
福

井
県
工
事
等
契
約
に
係
る
指
名
停
止
等
の
措

置
要
領
（
以
下
「
措
置
要
領
」
と
い
う
。
）

に
基
づ
く
指
名
停
止
ま
た
は
指
名
除
外
期
間

中
で
な
い
こ
と
。

カ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
建

設
業
退
職
金
共
済
制
度
、
中
小
企
業
退
職
金

共
済
制
度
も
し
く
は
特
定
退
職
金
共
済
制
度

の
い
ず
れ
か
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た

は
退
職
一
時
金
制
度
を
有
し
て
い
る
者
で
あ

る
こ
と
。

キ
　
申
請
書
を
提
出
す
る
時
点
に
お
い
て
、
会

社
更
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始

の
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
民
事

再
生
法
の
規
定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の

申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
2

⑵
ア
の
再
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
そ
の
他

経
営
不
振
に
陥
っ
た
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ

る
等
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し

く
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
い
こ
と
。

ク
　
法
第
2
6
条
第
1
項
に
規
定
す
る
主
任
技

術
者
ま
た
は
同
条
第
2
項
お
よ
び
第
4
項
に

規
定
す
る
監
理
技
術
者
（
監
理
技
術
者
資
格

者
証
お
よ
び
監
理
技
術
者
講
習
修
了
証
を
有

す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
）
で
あ
っ
て
、
こ
の

工
事
に
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て
定
め
る

基
準
を
満
た
し
て
い
る
も
の
を
こ
の
工
事
の
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現
場
に
専
任
で
配
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

⑶
　
共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
代
表
者
が
次
に
掲

げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
し
て
い
る
者
で
あ

る
こ
と
。

ア
　
共
同
企
業
体
へ
の
出
資
の
比
率
が
構
成
員

中
最
大
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
こ
の
工
事
に
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て

定
め
る
工
事
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と

。
⑷
　
共
同
企
業
体
の
代
表
者
以
外
の
構
成
員
が
次

に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ

と
。
ア
　
こ
の
工
事
に
関
す
る
入
札
公
告
に
お
い
て

定
め
る
工
事
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と

。
3
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請

手
続
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り

申
請
す
る
こ
と
。

　
⑴
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
申
請
書

　
　
イ
　
経
営
規
模
等
総
括
表

ウ
　
共
同
企
業
体
の
す
べ
て
の
構
成
員
の
経
営

規
模
等
評
価
結
果
通
知
書
お
よ
び
総
合
評
定

値
通
知
書
（
経
営
事
項
審
査
（
法
第
2
7
条

の
2
3
第
1
項
に
規
定
す
る
経
営
事
項
審
査

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
結
果
に
つ
い
て

の
法
第
2
7
条
の
2
7
お
よ
び
第
2
7
条
の

2
9
第
1
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
文

書
を
い
う
。
）
の
写
し
（
平
成
2
5
・
2
6

年
度
の
福
井
県
建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加

資
格
審
査
（
再
審
査
を
含
む
。
）
に
お
い
て

用
い
た
も
の
に
限
る
。
）

　
　
エ
　
共
同
企
業
体
協
定
書

　
　
オ
　
工
事
経
歴
書

構
成
員
の
い
ず
れ
か
が
措
置
要
領
に
基
づ
く
指
名

停
止
ま
た
は
指
名
除
外
の
措
置
を
受
け
た
場
合
そ

の
他
経
営
不
振
に
陥
っ
た
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ

る
等
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
特
定
建
設
工
事
入

札
参
加
資
格
お
よ
び
格
付
け
の
決
定
を
取
り
消
す

こ
と
が
あ
る
。

5
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び

格
付
け
の
決
定
は
、
こ
の
工
事
の
請
負
契
約
に
係

る
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
の
み
有
効
と
し
、
こ

の
工
事
を
落
札
し
た
共
同
企
業
体
の
入
札
参
加
資

格
お
よ
び
格
付
け
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事
が
完
了

し
、
当
該
共
同
企
業
体
の
清
算
が
完
了
し
た
日
に

、
そ
の
他
の
共
同
企
業
体
に
あ
っ
て
は
こ
の
工
事

の
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
た
日
に
、
そ
の
効
力
を

失
う
も
の
と
す
る
。

6
　
そ
の
他

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
に
つ
い

て
の
照
会
先

　
　
福
井
県
土
木
部
土
木
管
理
課
建
設
業
グ
ル
ー
プ

　
　
電
話
番
号
　
0
7
7
6
－
2
0
－
0
4
7
0

　
　
カ
　
技
術
職
員
名
簿

⑵
　
申
請
書
等
（
3
⑴
に
掲
げ
る
提
出
書
類
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
期
間
等

　
　
ア
　
交
付
期
間

　
平
成
2
5
年
5
月
1
日
（
水
）
か
ら
同
年

5
月
1
7
日
（
金
）
ま
で
（
福
井
県
の
休
日

を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
福
井
県
条
例
第

2
号
）
第
1
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除

く
。
）
の
午
前
9
時
か
ら
午
後
4
時
ま
で

　
　
イ
　
交
付
場
所

　
　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
3
丁
目
1
7
番
1
号

　
　
　
　
福
井
県
土
木
部
建
築
住
宅
課
営
繕
室

　
⑶
　
申
請
書
等
の
提
出
期
間
等

　
　
ア
　
提
出
期
間

　
　
　
　
申
請
書
等
の
交
付
期
間
と
同
じ
と
す
る
。

　
　
イ
　
提
出
場
所

　
　
　
　
申
請
書
等
の
交
付
場
所
と
同
じ
と
す
る
。

　
　
ウ
　
提
出
方
法

　
郵
送
等
に
よ
り
ま
た
は
持
参
し
て
提
出
す

る
も
の
と
し
、
電
送
に
よ
る
も
の
は
受
け
付

け
な
い
。
な
お
、
郵
送
等
に
よ
り
提
出
す
る

場
合
に
は
、
書
留
郵
便
そ
の
他
配
達
の
記
録

が
残
る
も
の
を
利
用
し
て
送
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
　
エ
　
提
出
部
数

　
　
　
　
正
本
1
部
お
よ
び
副
本
1
部

4
　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無
お
よ
び

格
付
け
の
決
定

　
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請

を
し
た
者
の
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有

無
お
よ
び
格
付
け
は
、
建
設
工
事
の
請
負
契
約
等

に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格
等
（
平
成
1

0
年
福
井
県
告
示
第
7
4
9
号
）
の
6
の
規
定
の

例
に
よ
り
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

　
な
お
、
特
定
建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
の
有
無

お
よ
び
格
付
け
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
も
、
申
請

書
を
提
出
し
た
後
入
札
ま
で
に
、
共
同
企
業
体
の

平
成
二
十
五
年
五
月
一
日
印　

刷　
発
行
人　

〒
九
一
〇
―
八
五
八
〇　

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
一
七
番
一
号　

福　

井　

県

平
成
二
十
五
年
五
月
一
日
発　

行　
印
刷
人　

〒
九
一
〇
―
〇
八
四
三　

福
井
県
福
井
市
西
開
発
三
丁
目
七
一
五　

白
崎
印
刷（
株
）　

☎
53
六
三
〇
〇




